
看護師の募集について 

 

東京出入国在留管理局では、次のとおり看護師を募集します。 

 

１ 募集内容 

（１）職   名：看護師（官職：法務技官） 

（２）募集人数：１名 

（３）採用予定日：随時 

 

２ 主な業務内容 

（１）被収容者（外国人）の健康管理・救急疾病者に関する助言 

（２）医師の指示に基づく診療・医療行為の補助及び軽微な受傷の手当 

（３）その他診療事務に関する事項 

 

３ 勤務条件 

（１）勤務地 

東京出入国在留管理局 

東京都港区港南５－５－３０ 

（２）勤務時間 

平日９時００分～１７時４５分（７時間４５分）※当直勤務なし 

原則、土曜日及び日曜日は週休日とし、祝日法による休日及び年末年始（１２月２

９日～１月３日）は勤務を要しません。 

（３）給与 

一般職の職員の給与に関する法律に基づき、医療職俸給表（三）を適用し、職務経

験等を考慮して俸給（令和７年４月現在、月額２５０，０００円～３５１，７００円）

を決定します。 

このほか、次のような諸手当が支給されます。 

ア 扶養手当：扶養親族のある者に支給。子１人につき月額１１，５００円等 

イ 住居手当：借家に居住する場合に月額最高２８，０００円 

ウ 通勤手当：交通機関等を利用する場合に１か月当たり最高１５０，０００円 

エ 期末手当・勤勉手当：勤務期間及び勤務成績に応じ支給 

オ 地域手当：俸給及び扶養手当の２０％を毎月支給 

（５）休暇 

人事院規則に基づき、年次休暇（年間２０日間、翌年に繰り越し可能（最大４０日

間））のほか、特別休暇（夏季休暇、子の看護休暇等）や介護休暇等を取得すること

ができます。 

なお、採用時に付与される年次休暇の日数は採用日によって異なります。 



（６）福利厚生 

国家公務員として国家公務員共済組合に加入することとなり、組合員として各種の

給付を受けることができます。 

また、国家公務員宿舎への入居を希望することができます。 

 

４ 応募資格 

（１）日本国籍を有すること 

（２）日本の看護師免許を有すること 

（３）国家公務員法第３８条（注）に規定する欠格事由に該当しないこと 

 （注）国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）（抜粋） 

      （欠格条項） 

        第３８条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除く

ほか、官職に就く能力を有しない。 

          １ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者 

          ２ 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

          ３ 人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第１０９条から第１１２条ま

でに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

          ４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加

入した者 

 

５ 応募方法 

  次の書類を下記【お問合せ先】に送付してください。 

（１）履歴書（写真添付） １通 

（２）職務経歴書     １通 

（３）看護師免許証（写し）１通 

 

６ 選考方法 

（１）書類選考 

（２）論文試験 

（３）人物試験（面接） 

 

【お問合せ先】 

 東京出入国在留管理局 職員課人事第二係  

 住所：〒１０８－８２５５  

    東京都港区港南５－５－３０ 

電話：０３－５７９６－７２３４                        


